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平成26年度  税制改正
税務署ニュース



生産性向上設備投資促進税制
利用についての一考

　去る平成２６年１月２０日、仙台市のＫホテルにおいて、東北税理士会等による「平成
２６年度税制改正研修会」が開催され、多数の税理士が参加しました。
　その中で、講師である税理士中村慈美先生から、本日、産業競争力強化法（以下「強
化法」という。）が施行されたことと、その内容の説明がありました。
　中小企業者等が、強化法の施行日から平成２９年３月３１日までの間に、適用条件を
満たす生産性向上設備を取得し、国内において事業に供した場合、
１．平成２６年１月２０日から平成２８年３月３１日までは即時償却又は取得価額の５％
の税額控除（建物及び構築物は３％）

２．平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までは５０％の特別償却（建物及び構築
物は２５％）又は取得価額の４％の税額控除（建物及び構築物は２％）

　（注）税額控除については当期の法人税額の２０％が上限。
　生産性向上設備の要件等として
（１）先端設備（旧モデルに比して年平均１％以上生産性を向上させる最新モデルで、各設備を担当する工業会

等が、メーカーから申請を受けて確認したもの）
　　イ．機械・装置（限定なし）
　　ロ．器具・備品（試験・測定機器、冷凍機付陳列ケース、サーバー等）
　　ハ．建物関連（ボイラー、ＬＥＤ照明、断熱材、断熱窓等）
　　ニ．設備の稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウェア）
　　ホ．工具（ロール）
（２）生産ラインやオペレーションの刷新・改善に資する設備で、事業者が通常作成する設備投資計画上の投資収

益率が１５％以上（中小企業は５％以上）のもの
　　イ．機械・装置、工具、器具・備品、ソフトウェア、建物・建物附属設備及び構築物
　なお、申請者（事業者）が作成する簡易な設備投資計画を会計士又は税理士がチェックして、経済産業政策局
が確認する必要がある、とのことでした。
　お話を聴いて、決算対策に活用出来る、３月期決算なら十分に間に合い、大きな節税効果が得られるものと考
え、早速、３月期決算の顧問先に上記の内容を書面で伝えました。
　２月中旬、３月期決算の会社から相談があり、平成２６年３月中に取付完了可能な機械・装置への設備改善の案
件（投資額約１億円）が浮上しました。
　２月下旬、東北経済産業政策局地域経済課の担当者に対して、強化法の適用が受けられるかどうか、設備改善
計画の内容について問い合わせをしました。
　東北産業政策局からは「本法の適用を受けるには、改善計画の適用申請書について会計士・税理士から確認を
受け、事前確認書を発行して貰った上で、経済産業政策局に確認書交付を申請し、同局の確認を得る事が要件と
なっており、又、同局の確認書の取得は設備を取得する前に行う必要がある。同局は、１ヶ月以内に確認書を交付
することとしているが、交付を受けてから設備を取得することを考慮すると、現時点で申請を行って頂いても、
お尋ねの平成２６年３月期決算の法人への強化法の適用は難しいのではないか。」との回答がありました。交付期
間は、手引きの原則通りの回答でした。
　手続きがが煩雑なこともあり、結果として、顧問先の３月期決算においては、強化法の適用は諦めざるを得な
くなり、特措法の特別償却を適用し、確定申告することになりました。
１００％の即時償却と３０％の特別償却では雲泥の差があり、当期の税負担は大きなものとなってしまいました。
　会員の皆様も以上のようなことにならぬよう、強化法をはじめとして有利な法律の適用に当たっては、各専門
家とよく相談し、迅速かつ適切な対応が望まれるところです。

税のミニ通信
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電子申告で
効率UP! 法人会オリジナルキャラクター

「けんた」e-Tax
国税電子申告・納税システム

法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められる
ことがあります。

添付書類の提出省略 還付がスピーディ

法人会 イータックス 検索さらに詳しくはWEBへ

e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

納税にはダイレクト納付が便利です！

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 
※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

所得税の確定申告期間中は e-Taxが24時間利用※できるので、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」
を利用して申告書を作成すれば、時間を選ばず自宅で手続が行えます。 ※メンテナンス時間を除きます。

e-Taxを利用して所得税の申告をすると
こんなメリットが！

「e-Tax」なら国税に関する申告や
納税、申請・届出などの手続が
インターネットで行えます。

法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。


